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我が国の少子高齢化と総人口・生産年齢人口の推移
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大学（学部）等への進学率の上昇が続いている一方で、中学校・高等学校・短期大学卒の就職者数は近年減少している。

転職者数は2年連続で増加。転職等希望者数は7年連続で増加。

各種学校卒業生の就職者数、転職者数・転職等希望者数等の推移

出典：文部科学省「学校基本調査」を基に海事局作成 出典：「労働力調査結果」（総務省統計局）を基に海事局作成
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各種学校への進学率、各種学校からの就職者数の推移
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51.6% 51.4% 51.3% 50.7% 50.0% 50.5% 50.4% 49.7% 48.9% 48.3% 47.1% 47.0% 46.4% 45.3% 44.5% 44.4% 44.0%

37.8% 37.9% 37.9% 38.1% 38.2% 38.2% 38.4% 38.7% 39.3% 39.4% 39.9% 40.5% 41.2% 41.9% 42.4% 43.3% 43.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

80～

75～79

70～74

65～69

60～64

55～59

50～54

45～49

40～44

35～39

30～34

25～29

～24

50歳以上の割合
（内航船員）
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（全産業）

内航船員の総数は漸増傾向。新規就業者数も堅調に増加してきたが、近年伸び悩みも見られる。

内航船員全体の年齢構成は徐々に若返りが進んでおり、近年では50歳以上の割合は全産業と同等の水準。

内航船員数の推移

年齢階層別内航船員数の推移

内航の新規就業者数の推移

全産業

内航船員
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出典：海事局調べによる

出典：海事局調べによる
注：60歳以上のデータについて、H27年度以降、5歳毎に集計している。
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外航日本人船員数の推移

外航の新規就業者数の推移

2,505 
2,315 

2,187 2,306 2,325 2,208 2,263 2,271 2,237 2,188 2,221 
2,093 2,174 2,200 2,165 2,062 2,017 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

船・機長２名配乗要件を撤廃（H19） 外航日本人船員数を平成３０年度からの
１０年間で１．５倍に増加を目標（H30）

※船員数は乗組員数と予備員数を合計したものであり、わが国の船舶所有者に雇用されている船員（外国人を除く。）である。出典：海事局調べ（平成１７年までは船員統計）
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出典：船員労働統計

月間総労働時間の変化（毎年６月） 船員の有効求人倍率の推移（毎年4月）

出典：一般職業紹介状況

船員の働き方改革による適正な就労体制の確保等が進む一方で、船員の総労働時間は近年減少。

有効求人倍率も近年大きく上昇している。

船員の労働時間と有効求人倍率の動向
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船員の有効求人倍率と新規求人・求職件数
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内航貨物船海技免状受有者数

内航貨物船総トン数別隻数 船舶職員の乗組み基準（配乗表）（甲板部）

出典：海事局調べによる
内
航

内航船員の需要の中でも大きな割合を占める内航貨物では、隻数ベースで大きな割合を占める総トン数200～1,600
トンを主として支える４級・5級海技士うち、5級海技士の数が大きく減少。

内航貨物に従事する海技免状受有者・船舶隻数

合計
5トン以上

２００トン未満
２００トン以上
５００トン未満

５００トン以上
1,600トン未満

1,6００トン以上
5,000トン未満

5,000トン以上

3,6231,4171,32257325394H18
（隻）

100%39.1％36.5％14.8％7.0％2.6％割合

2,6305701,191477246146R5
（隻）

100%21.7％45.3％18.1％9.4％5.6％割合

合計六級五級四級当直三級三級二級一級

18,7591,1775,3986,841514,342570380
H18
(人）
(A)

18,4212,3163,0897,791464,510409260
R5
（人）
（B）

0.981.970.571.140.901.040.720.68B/A

出典：海事局調べによる 7



１級以上

2人

0.02％

２級以上

4人

0.04％

３級以上

245 人

2.53％

４級以上

2,196 人

22.67％

５級以上

3,749 人

38.70％

６級以上

3,492 人

36.04％

約75％

新規求人状況（令和5年度）

船員の新規求人では5級・６級の海技士に堅調なニーズがある。

船員求人の状況

出典：海事局調べによる 8



船舶の管理に関する業務

貨物を安全・スムーズに運ぶとともに、船と乗組員の
安全を守る仕事
自社所有船舶のほか、他社から調達した船舶も管理
「①最も効率の良いスケジュール」と②「最適な船舶の
手配と船員の配乗」を一元的に管理
船の運航は天候に大きく影響されるので、毎日、航路の
天候や海の状況をチェック

船舶管理事務員

自社船舶 Ａ社（他社）船舶 Ｂ社（他社）船舶

毎日、航路の天候
や海の状況を確認

運航や作業の状況
をレポート

船が立ち寄る港や
航路を示す運航スケ
ジュールを提示

外国人船員のマネジメント

外航船・漁船においては外国人船員の活用が一般的
日本人船員は船長又は機関長として外国人船員を指揮

乗組員計２０数名程度
(5,000トン以上)

大半が外国人

船員に求められる能力の変化

船員に求められる能力として、とくに外航を中心に、従来の船舶の運航に必要な知識・能力に加えて、船内での船員管理
や物資輸送の効率化等を担うためのマネジメント能力がより一層必要とされている。

※通信長兼務
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海運分野におけるカーボンニュートラル実現に向けて、
比較的大型の船舶については、LNG、アンモニア、水素等のガス燃料の普及が期待される。
小型の船舶については、バッテリーや水素FCを用いた電気推進の普及が期待される。
中型の船舶については、当面はバッテリーに発電機を組み合わせたハイブリッド船の普及が期待される。また、バッテ
リーや水素FCについても技術進展・コストダウンによる適用拡大が期待される。

注）給電や燃料補給施設等のインフラや経済合理性等の条件も実際の適用可能性に大きく影響

～2050年～2040年～2030年2025年2024年2023年2022年2021年新造年

水素燃料船

アンモニア燃料船

LNG/メタノール燃料船

バッテリー船

船
の
サ
イ
ズ
等
※

水素FC船

※：船種、
航路等によ
り適用可
能性は大き
く異なる

一部の航路で導入済
（環境省補助事業等）

一部の航路で導入済

（GI基金）

水素舶用エンジン等 研究開発 実証運航（2027～）

アンモニア舶用エンジン等 研究開発 実証運航（2026～）

小
型
船

大
型
船

ハイブリッド船（連携型省エネ船）

出典：岩谷産業・HP

出典：旭タンカー主として
内航船

主として
外航船

出典：岩谷産業

出典：商船三井

（GI基金）

船舶の新燃料等の適用 第8回 内航カーボンニュートラル推進に向けた
検討会 資料１より
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技 術 革 新

海上ブロードバンド通信の発展

（右図）

IoT・AI技術等の急速な進歩

自動船舶識別装置（AIS）、

電子海図等の普及等

自動運航船への注目の背景と実用化による効果等

デジタライゼーションの進展に伴い、海難事故の減少、船員労働環境の改善、我が国海事産業の
国際競争力強化への期待から、自動運航船が注目。

自動運航船への注目課 題

海難事故の約７割はヒューマン
エラーに起因（右図）

船員の高齢化を踏まえ、若手船員の
確保・育成が急務

造船業の競争激化

操船不適切
1,314隻
13%

機関取扱不良
974隻
10%船体機器

整備不良
862隻
8%

出典: 海上保安庁

（2019年～2023年）

見張り不十分
1,774隻

18%

操船不適切
1,350隻

13%

機関取扱不良
1045隻

10%船体機器
整備不良
906隻

9%

ヒューマンエラーに起因する海難事故の防止の
期待

船員の労働負荷の軽減の観点から、船員労働

環境改善・職場の魅力向上の期待

日中韓の競争が激化するなか、省エネ性能に続く
我が国造船・舶用工業の競争優位性の確立

11

人為的要因
7,042隻

73%

不可抗力等
2,599隻

27%

見張り不十分
1,686隻

17%

操船不適切
1,331隻

14%

機関取扱不良
1056隻

11%船体機器
整備不良
872隻

9%

気象海象
不注意
643隻

7%

その他の
人為的要因
1,454隻

15%

材質・構造
578隻

6%

不可抗力等
2,021隻

21%

自動運航船の意義
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M
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改正すべき条約規定の洗い出し

自動運航船の要素技術開発の支援・実証事業
（2016～）

ガイドラインの策定

自動離着桟機能

自動操船機能

遠隔操船機能

国内制度の検討・整備
条約の国内法制化
機器・システムの認証制度の構築
船上と陸上の役割分担の整理 等

国際ルール策定の検討国際ルール策定の検討
自動運航システムが有すべき機能要件の策定
船上と陸上の役割分担の整理 等

自動離着桟システムの健全
性の評価手法に必要な
データの収集等

自動操船システムの安
全確保に必要となる知
見の収集整理

船舶から陸上に送信すべき情
報とその量、通信途絶等の緊
急時の安全対策等を整理

内航船６隻による
実証航行を実施

複数船舶の
陸上遠隔支援

内航船４隻による、特定条件
下での完全自動操船の実証、
長期間の実証航海等を実施 自

動
運
航
船
の
商
用
運
航
の
実
現

○自動運航船の2030年頃までの本格的な商用運航の実現を目指し、2024年6月に設置された「自動運航船検討会」を
通じて国内制度の検討・整備を進めるとともに、引き続き国際海事機関(IMO)における国際ルール策定作業を主導。
自動運航船の実現に向けたロードマップ

12

成果

提案、検討への貢献 取り入れ
自動運航船検討会自動運航船検討会

2016年から要素技術の開発・実証を支援。「自動運航船検討会」において、2025年前半を目途に実証運航に必要な安全基準等について
一定の結論を得るとともに、自動運航技術の進展に対応した国際ルールの策定を主導。

大型船による、

・船舶交通が非常に多い海
域の自動航行

・長距離・長時間の自動航行
等を世界で初めて実証

自動運航船の商用運航の実現に向けた取組



船員養成課程の現状（全体像）

累次の制度拡充により様々な船員養成ルートが確立されている。

1

2
3

4 4

55
7

8
9

6
水産大学校
乗船実習
コース

乗船: 6月

13



卒業生に占める
進学者の割合
（R3-R5の平均）

卒業生に占める
陸上産業就職者

の割合
（R3-R5の平均）

卒業生に占める
海上産業就職者

の割合
（R3-R5の平均）

卒業生に占める
内外航就職者
の割合

（R3-R5の平均）

外航への就職者数（人）内航への就職者数（人）

R5R4R3R5R4R3

-------8610098

--100％100％293431---

7.6％5.8％83.9％74.6％40454781413

--97.6％85.4％1229165

6.9％0.9％91.4％83.6％630210224200

4.4％2.2％88.9％84.4％4246485107

16.2％14.0％68.8％68.1％4236247485114

卒業生に占める
専攻科進学者
の割合

（R3-R5の平均）

卒業生に占める
船舶乗船者
の割合

（R3-R5の平均）

卒業生に占める
漁船就職者
の割合

（R3-R5の平均）

卒業生に占める
商船就職者
の割合

（R3-R5の平均）

漁船への就職者数商船への就職者数

R5R4R3R5R4R3

-88.9％11.7％69.8％262225136160138

21.0％23.0％7.5％15.1％707086131167155

内航はJMETS海技短大等、水産高校、商船高専、6級海技士短期養成機関が主要な供給機関。

外航は、商船系大学、JMETS海技大（一般大卒）、商船高専が主要な供給機関となっている。

卒業生に占める内外航就職者・海上産業就職者の割合は、各養成機関ごとに特徴あり。

船員養成機関の卒業生の進路

６級海技士短期養成課程

６級

1
JMETS海技大学校

（一般大卒）2
３級

商船系大学3
３級

JMETS海技大学校
（JMETS短大等卒）4

３級

JMETS海上技術短期大学校5
４級

JMETS海上技術学校6
４級

商船系高専7
３級

水産高校（本科＋専攻科）8
３級

水産高校（本科）9
４級 ５級

※①②の数値は、海事局調べによる。
※③の数値は、東京海洋大学「海事システム工学科」、「海洋電子機械工学科」及び神戸大学「海洋政策科学部」に係るもの。交通政策審議会海事分科会船員部会資料による。
※④⑤⑥の数値は、交通政策審議会海事分科会船員部会資料による。
※⑦の数値は、商船学科【航海コース及び機関コース】に係るもの。交通政策審議会海事分科会船員部会資料による。
※⑧⑨の数値は、水産高校の本科・専攻科のうち海洋漁業系学科及び水産工学系学科に係るもの。全国水産高等学校長協会提供資料を基に海事局作成。 14



現在の船員養成ルートは、中学校・高校の新規卒業生を受け入れることを前提としたものが多く、また、3級海技士・4級
海技士の養成を中心としている。

4.5カ月 ６級

2年

４.5年

４年

2年

３.5年

5.5年

5年

３年

乗船履歴 6カ月

乗船履歴 1年９カ月

乗船履歴 1年3カ月

中学校
卒業

一般
高校
卒業

一般
大学
卒業

社会人
（一般高校・大学卒）

３級

３級

3級

４級

３級

３級

４級

５級

船員養成課程の現状（主な流れ）

主な船員養成機関 志願者 養成期間
養成対象の
海技士等級

４級

６級海技士短期養成課程1

JMETS海技大学校
（一般大卒）2

商船系大学3
JMETS海技大学校
（JMETS短大等卒）4

JMETS海上技術短期大学校5

JMETS海上技術学校6

商船系高専7

水産高校（本科＋専攻科）8

水産高校（本科）9
15



船員養成機関の応募者

4.6

4.1
4.3

4.5

4.1
4.2

4.0
4.2

3.8
3.6

3.9

2.1

2.4
2.3

2.0 2.0

1.5 1.5
1.4

1.3

1.4
1.4

3.0

2.7

3.3

2.2
2.1 2.1

1.8
1.6

1.3

1.3
1.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

商船大

商船高専

JMETS

商船大

商船高専

JMETS

船員養成機関の応募状況及び応募倍率の推移

出典：海事局調べによる

※商船系大学の数値は、東京海洋大学「海事システム工学科」、「海洋電子機械工学科」及び神戸大学「海洋政策科学部」に係るものである。
※商船系高専の数値は、商船学科【航海コース及び機関コース】に係るものである。
※（独）海技教育機構の数値は、海上技術学校４校（令和２年度は３校）及び海上技術短期大学校３校に係るものである。なお、令和３年度からは小樽校（高校相当）が短大化したため、海上技術学校３校、海上技術短

期大学校４校の合計数である。また、令和6年度からは唐津校（高校相当）が短大化したため、海上技術学校2校、海上技術短期大学校5校の合計数である。
※（独）海技教育機構の令和２年度入学定員360名は、小樽校（高校相当）が令和３年度から短期大学校として開校するため入学生募集を停止したことによるもの。また、令和５年度入学定員360名についても、唐

津校（高校相当）が令和６年度から短期大学校として開校するため入学生募集を停止したことによるもの。 16



【進学】水産・海洋関連

256名
23.3%

【進学】水産・海洋非関連

110名
10.0%

【就職】漁船

116名
10.6%

【就職】民間商船

284名
25.8%

【就職】その他船舶

77名
7.0%

【就職】その他水産海洋関連

147名
13.4%

その他

109名
9.9%

水産高校の生徒数の推移と卒業者の進路

10,069 

9,878 

9,529 

9,135 

8,605 

8,237 

7,784 

7,613 

1.07

1.01

0.93

0.88

0.82 0.81

0.76
0.78

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 ･･･

生徒数 平均志願倍率

（人）
（倍）

海洋漁業・工学学科卒業者の進路状況（令和5年度）

出典：令和6年度 全国公立水産関係高等学校一覧及び関連データ
※漁船には、自営を含む
※その他船舶には、水産海洋関係官公庁船を含む
※その他水産海洋関連には、自営を含む出典：全国水産高等学校長協会調査

減少見通し

17

合計
1,099名

全学科・専攻科船舶乗船者数・割合（令和5年度卒業）

民間商船

305名
56.2%

漁船

147名
27.1%

その他船舶

91名
16.8%

合計
543名



応募者・入学者の状況

商船系大学・商船高専・JMETSにおいては、応募者が定員を上回る状況を維持。

水産高校では、15歳人口の減少割合を上回る割合で水産高校（本科）の生徒数が減少（10年間で26.4％）。入学時点での

定員に対する入学者の倍率は、本科全体・海洋漁業系（航海系）・水産工学系（機関系）のいずれも0.8倍程度。

尾道海技学院では、雇用・内定船会社からの紹介が約半数。陸からの転職者が半数程度。年齢層は２０代、３０代が多い。

応募者・入学者を増やすための取組みとして、いずれの機関も広報の重要性を指摘。商船高専は事業者団体等とも連携し

た取組みを実施。

船員養成機関ヒアリング(10/28）のポイントまとめ（１）

卒業生の資格取得・進路の状況

商船系大学では、乗船実習科まで進む学生は80%程度が船舶職員として就職。

商船高専では、海上就職者数は就職希望者の81～87%、全卒業生の67～75%。学校内におけるキャリア教育、JMETS

練習船における乗船実習を通じて、海技資格の取得および船舶職員としての活躍を強く意識するもの達が多い。

水産高校では、本科・海洋漁業系の卒業生の50%前後、本科・水産工学系の２０～３０％が漁船・商船・その他の船舶・専攻

科進学。いずれも商船が漁船を上回る。専攻科（海洋漁業系・水産工学系）では70%程度が船舶乗船者。商船への進路の

割合は、本科と比較しても更に高くなる。

JMETS・尾道海技学院は、卒業生・修了生の９０％以上が海事関連企業へ就職。

海上就職（とくに商船）への進路選択の理由としては、収入が多い、会社の規模やネームバリュー、ライフスタイル（まとまっ

た休暇等）等。

海上就職（とくに商船）を増やすための取組としては、在学中のキャリア教育（インターンシップ、体験乗船、業界セミナー

等）等の他、海運業界の求人の質と数の確保、船員の働き方改革（長期航海の縮減や労働環境改善）を求める声もあり。
18



今後の海技人材の確保に向けた課題（船員養成機関の連携のあり方など）

練習船や教員がひっ迫しており他の機関の学生を受け入れるのは困難。船員労働環境の改善、処遇の改善によって若者が

あこがれるような「かっこいい」職業としての船員像の提示する必要あり。（東京海洋大）

練習船の運航要員や関連する教員の不足が顕在化。人事交流等による解決策を模索中。（神戸大）

海事教育機関を志望する若者を増やすことが何より重要。関係者間の連携した広報等の事業を継続。予算的制約もある中

で工夫を重ね実施。卒業生が船員以外の進路選択をする際に「非効率的」などの価値観が強く打ち出されるべきでない。

「次世代の海洋人材の育成に関する事業（高専機構事業）」は有効、今後も本事業を強化・推進すべき。（商船高専）

水産高校が選ばれなくなっており、関係者と連携して生徒募集に力を注ぐ必要あり。教官・教員が不足。各所と連携協定を

結ぶことで指導者を派遣できないか。（水産高校）

6級養成について、民間事業者と連携しながら養成数の一層の拡大を進めたい。また、近郊の高専の施設・設備の利活用に

ついて連携を模索できないか。（尾道海技学院）

船員養成機関ヒアリング(10/28）のポイントまとめ（２）
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職業紹介事業

求人及び求職の申込みを受け、求人
者と求職者との間における雇用関係
の成立をあっせんすることを業として
行うこと

船員 陸上

許可制（職安法）許可制（船員職安法）民間団体等

無料の
職業紹介事業

通知制（職安法）禁止（船員職安法）地方公共団体

届出制（職安法）届出制（船員職安法）学校等

許可制（職安法）禁止（船員職安法）有料の職業紹介事業

募集

労働者を雇用しようとする者が 自
ら又は他人をして労働者となろうとす
る者に対し、その被用者となることを
勧誘すること

許可制（職安法）許可制（船員職安法）
委託募集

船舶所有者が、その被用者以外の者に報酬
を与えて船員の募集を行わせること

届出（職安法）自由特定募集情報等提供事業

参入規制なしであるが、一定
規制あり（職安法）

自由募集情報等提供事業

派遣事業

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当
該他人のために労働に従事させることを業として行うこと（当該他人に対し当該労働
者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まず）

許可制
（労働者派遣法、港湾 派遣

法、建設派遣法）
許可制（船員職安法）

公共職業安定所等
（ハローワーク）

５４４カ所
求職者約450万人
成立数約120万件

地方運輸局等
５7カ所

求職者０．３５万人
成立数８５６件

国による職業安定業務の実施窓口

就職希望者を支援するための職業紹介・雇用保険・求職者支援・雇用対策を実施。「船
員のみ」に係る職業紹介は、地方運輸局等が実施。

船員とそれ以外（陸上）では、職業安定に係る制度・実施体制に相違あり。求職者である船員の利益保護を図りつつ、

陸上企業・団体からの転職希望者を念頭に人の確保ルートを拡充する観点から対応策を検討する必要あり。

職業安定制度と実施体制の比較（船員とそれ以外）

職業安定制度

職業安定業務の実施体制

20



船員職業安定制度の充実（船員職業安定制度の見直しに係るアンケートの結果）

船員職業安定制度の見直しに向けアンケートを実施

① 有料の船員職業紹介関係

船員向け事業者（外航事業者、内航事業者、漁業者）向け対象者

3６１者359者回答数

令和６年１０月上旬～１０月中旬令和６年９月中旬～下旬実施期間

アンケート結果 概要

Ｑ．一般の民間企業が船員の雇用のあっせんを行うに際して、
一定のルールの下で、求人者から紹介料を徴収することについて
認めることに賛成ですか、反対ですか。

事業者からの回答 船員からの回答

41%

43%

16%

賛成 どちらでもよい 反対

32%

36%

17%

15%

賛成 どちらでもよい 反対 わからない

現行制度で禁止されている有料職業紹介事業について、事業者・船
員ともに導入について「賛成」が「反対」を上回り、「どちらでもよい」
をあわせると過半数を超える回答があった。

② 船員の募集情報等提供関係

Ｑ．求人情報サイト等に船員の採用の募集を出したことがあります
か？

事業者からの回答 顕在化した課題

28%

67%

5%

ある ない わからない

募集情報等提供事業について、利用しやすいツールとして一定程度
活用されていると考えられる一方で、トラブルの事例の報告もあっ
た。

・船員の募集情報に関する労働条件な
どの虚偽記載（いわゆる釣り広告）

・乗船履歴等の船員特有の条件に関す
る情報の不足

・適格性や安全性を担保されていない
事業者が運営する求人情報サイト等
の利用に対する不安

・掲載する募集情報に対する責任感の
欠如

・船員職業紹介に抵触する行為
・苦情に対する事業者の不適切な対応
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「船員の働き方改革」の全体像

船員の労務管理の適正化

意見
使用者

船員の健康確保

労働時間規制の範囲の見直し

選任

【R4.4.1 施行】

多様な働き方の推進等

○常時５０人以上船員を使用する
船舶所有者

○全ての船舶所有者

労務管理
責任者

・労務管理記録簿の
作成・備置き

・船員の労働時間の
状況の把握

・船員の健康状態の把握

・船員からの職業生活に
関する相談

各種ガイドラインやモデル就業規則
の作成 等

・産業医による健康管理等

・長時間労働者への面接指導

・ストレスチェック

健康検査結果に基づく健康管理

当直の引継ぎや操練を
労働時間規制の対象に

船員の労働時間等を考慮し
労働時間の短縮等の措置が
必要な場合

法改正事項

船舶所有者（使用者）が選任する労務管理責任者の下で、船員の労働時間の状況を把握し、各船員の状況に応じた適切
な措置（例：労働時間の短縮等）を講ずる仕組みを構築（船員労務管理の適正化）

健康検査の結果を通じて船員の健康状態を把握し、必要な就業上の措置を講ずる仕組みを構築するとともに、産業医
やストレスチェックの制度を導入（船員の健康確保）

【R5.4.1 施行】

【R5.4.1 施行】
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新人内航船員の30歳までの就業継続に係る推定

船員の働き方改革以降、月間総労働時間の減少及び年間取得休日数が増加。一方で、新人内航船員の３
０歳までの就業継続の割合は低下傾向にあると推定。船員不足対策の観点からも、若手船員の定着促進
は引き続き重要な課題。
（※）内航海運全体での30歳未満船員の合計ベース。船社間で移籍している場合も、就業継続としてカウントされる（≠ 陸上のいわゆる転職率等）。

「船員の働き方改革」の実施状況

出典：船員労働統計

船員の月間総労働時間及び年間取得休日数の推移
＜船長・職員・部員 平均＞

月間総労働時間（６月）
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現時点で在職する30歳未満の内航船員数

各年の30歳未満の新規就業者数の合計（試算）
： ×100

出典：海事局調べによる

新人内航船員
の30歳までの
就業継続に係る

推定

注：年間取得休日数は、休日・休暇及び有給休暇の合計
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海技人材の多様な働き方の推進
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その他

機関部

甲板部

深刻な船員不足に対応するため、これまで海技人材の基幹を担ってきた男性船員だけでなく、陸上勤務者、高齢船員、
女性船員など多様な人材が活躍できる環境を整える必要がある。特に女性船員数は近年増加傾向にあり、船舶の運航
に必要な部門（機関部・甲板部）で働く人数も近年増加している。

増加傾向にあるが、女性船員の比率は約2％にとどまる。

IMOの調査（2021)でも2%未満

出典：海事局調べによる

出典：海事局調べによる

船舶の運航に必要な部門（機関部・甲板部)で働く女性
船員は増加傾向にあるが、その他部門（サービス要員
等）が約６割弱。

女性船員の内訳（内航、部門別）
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女性船員数の推移（内航）
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船員教育機関の女性の入学者・卒業生の状況
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船員教育機関の女性入学者数の推移

93.9%

6.1%

海上就職 陸上就職

83.6%

16.4%

海上就職 陸上就職

女性の船員教育機関卒業生の就職状況
過去10年の就職者（426人）の内訳

男性の船員教育機関卒業生の就職状況
過去10年の就職者（５１６７人）の内訳

注： 船員教育機関とは、商船系大学、商船系高専、海上技術学校、海上技術短期大学
（出典）海事局調べ

注： 船員教育機関とは、商船系大学、商船系高専、海上技術学校、海上技術短期大学
注： 過去10年の就職者数とは、平成26年～令和5年の卒業生の就職者

（出典）海事局調べ

船員教育機関の女性の入学者は増加傾向にあるが、卒業生の海上就職の割合は男性と比較して依然として低い状況。
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内航海運の構造的課題

＜荷主業界＞

業種毎に３社程度であり、寡占化が進む。

例：鉄鋼（日本製鉄、JFEスチール、神戸製鋼所）

石油（ENEOS・出光興産・コスモ石油）

オペレーター
（運送事業者）

1,500者

貨物の運送

荷主

オーナー（船舶所有者）
1,195者

輸送依頼

専
属
化

・
系
列
化
が
進
展 輸送手段の提供※

＜内航海運業界＞

99.7％が中小企業で事業基盤が脆弱。

保有隻数１隻のみのいわゆる一杯船主
が、オーナーの約55％以上を占める。

荷主よりも弱い立場ゆえ、一方的に運
賃等を提示される事業者も多く、収益
性が低い。

※ 船舶を所有及び管理（船員雇用・配乗、船舶保守等）する。

○ 内航海運の市場構造は、寡占化された荷主企業・オペレーター・オーナーの専属化・系列化が進展しており、さらに、事業
者の９９．７％は中小企業で事業基盤が脆弱。また、オーナーの中でも保有隻数１隻のいわゆる一杯船主の割合が50％以
上を占めている。

○ 内航船員は50歳以上が約5割を占めているが、近年、若年船員が増加傾向。今後、生産年齢人口の減少が見込まれてお
り、船員の確保・育成と働き方改革により定着を図ることが課題。

3,646 3,813 4,047 
4,485 4,673 

5,012 5,270 5,448 5,652 5,660 

4,250 4,180 4,118 
4,085 4,095 

4,177 4,200 
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8,067 7,824 7,527 7,016 6,743 6,654 6,497 6,335 6,198 

5,041 
5,294 5,621 

5,918 6,341 6,363 
6,582 

6,702 6,616 6,550 

〔27,221〕
〔26,869〕

〔27,078〕
〔27,496〕

〔27,648〕〔27,848〕
〔28,146〕 〔28,441〕 〔28,597〕〔28,626〕

0

5,000

10,000
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20,000

25,000

30,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

～29 30～39 40～49 50～59 60～ 〔船員数合計〕

50
歳
以
上
45
％

30
歳
未
満
20
％

内航海運船員数

⇒ 内航海運業の経営力の向上を図るため、
・荷主等との取引環境の改善
・船舶管理の効率化等による生産性の向上
を促すことが必要。
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船員職業あっせんに係る公共職業安定所等・地方運輸局等のモデル連携事業（仮称）（イメージ）

公共職業安定所等（ハローワーク）

HW職員に対する
船員の求人・求職に係る知見の共有

地方運輸局等
職員

求職者

地方運輸局等
職員

ハローワーク
職員

ハローワーク
職員

求職者

地方運輸局等
職員

求職者

専用カウンターでの船員の求人・求職あっせん

求職者のニーズ・適性等を踏まえたHW職員による誘導

誘導

求職者に対するセミナーの実施、
職場体験会の案内等

モデル事業イメージ

海事
関係者

海事
関係者

セミナーの開催
イベントの案内等

• 船員就職の適性・ニーズ等を確認し、
地方運輸局等職員カウンターに誘導
（不在時には地方運輸局等に連絡）

• 船員求人・求職あっせんを実施

全国5ヵ所程度の地方運輸局等・公共職業安定所等（ハローワーク）を選定

地方運輸局等職員がハローワークに定期的に出向き、ハローワーク職員や海事関係者とも連携しながら、船員の求人・
求職のあっせんと、その効果の促進に資する活動を実施

モデル事業による効果を検証し、拡大を検討

※一部の地方運輸局等ではすでに実施

求職者
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船員不足を解消するためには、海上労働という職場そのものの魅力を高めることが不可欠であるとともに、海技免許を
受けていない者（新卒者、陸上労働者）に対して、海上労働という職場の魅力を如何に訴求できるかがポイント
船内作業方法の改善や船内通信環境の改善等、快適な海上労働環境を形成するための措置を講ずることを船舶所有者
に促す制度（※）を導入してはどうか。

（※）国がガイドラインを策定。船舶所有者はガイドラインを踏まえた措置を講じ快適な海上労働環境の形成に努める。

船内作業方法の改善

係船の自動化等の船内作業の自動化をはじめとした船内作業方
法の改善を促進

係船の自動化のイメージ

船員室の充実化

船員の船内における生活空間となる船員室の充実化等、船員のプラ
イベート空間の充実を促進

船員室の充実化の
イメージ

浴室等の船員の疲労回復施設整備の促進

ウィンチ（係船装置）

船内通信環境の改善

船内での休憩時間における通信環境を改善するための取組みを促進

非静止衛星の
活用による変化

促進する取組例

浴室や運動施設の設置等、船員の疲労回復に資する施設整備を推進

【出典】海洋技術開発株式会社ＨＰ

快適な海上労働環境形成の促進に資する仕組みの導入（イメージ）
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係船・投錨時のウィンチ
作業をウィンチに近接し
た場所で実施
→ 遠隔操作の機能を実
装することで作業の省力
化を図るとともに、近接
した場所での作業による
危険を回避



自動運航船に関する検討状況 ～自動運航船検討会～

検討項目

船舶の運航に、年々進化するセンシング、AI等の技術を活用することにより、安全性の向上が期待。

他方、生産年齢人口の減少や高齢船員の退職が見込まれる中、国内物流を支える内航海運の担い手確保
は喫緊の課題であり、船員労働環境改善・職場の魅力向上の期待が不可欠。

こうした現状認識の下、商用運航において、自動運航や遠隔監視等を活用するための安全基準・検査方法、
責任・保険等の必要な検討を行い、2030年頃までの本格的な商用運航の実現を目指す。

背景等

2024年 6月 第１回 （論点案、検討の進め方・WG設置）

7月 第２回 （関係事業者ヒアリング）

2025年 1月 第３回 （基準・検査方法の方向性 等）

3月頃 第４回 （実証運航の実施方法 等）

5-6月頃 第５回 （基準・検査方法、実証運航の実施方法）

2026年以降 本格的な商用運航を目指した制度化

＜有識者＞

藤田友敬 東京大学大学院法学政治学研究科教授

野川 忍 明治大学専門職大学院法務研究科教授

南 健悟 慶應義塾大学法学部法律学科教授

菊間千乃 弁護士

清水悦郎 東京海洋大学学術研究院海洋電子機械工学部門教授

村井康二 東京海洋大学学術研究院海事システム工学部門教授

三輪 誠 神戸大学大学院海事科学研究科准教授

＜関係団体＞

全日本海員組合、日本船長協会、日本船舶機関士協会、

日本船主協会、日本内航海運組合総連合会、日本旅客船協会、

大日本水産会、日本海事協会、日本船舶技術研究協会、

日本造船工業会、日本中小型造船工業会、日本舶用工業会、

海上・港湾・航空技術研究所、海技教育機構、日本損害保険協会

※検討会の下に、安全基準・検査WGを設置

安全基準・検査方法等の検討
• 船舶、遠隔監視に関する基準、検査方法
• 船員・陸上要員の必要な能力・配置、事業者の要件
• 事業者の(事前)審査、(事後)監査 等

責任・保険等に関する検討
• 船長・船員の責任の明確化
• ＩＭＯ法律委員会（LEG）における議論の動向 等

実プロジェクトを通じた検討・検証

スケジュール

検討会委員
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（独）海技教育機構の中期的なあり方に関する検討状況
～（独）海技教育機構の中期的なあり方に関する検討会～

(独)海技教育機構は、全国８校の学校と５隻の大型練習船を擁する我が国の基幹的な船員養成機関。
平成13年の独法化以降、養成規模の維持・拡大等に取り組み、１万人以上の優秀な船員を輩出。
一方、学校施設・練習船の老朽化やキャパシティの不足、教員・乗組員の不足、運営費交付金の逓減等に
直面。
令和８年度を期首とする次期中期目標の策定に当たり、「（独）海技教育機構の中期的なあり方に関する
検討会」を開催し、持続可能な船員養成の実現に向け、学識経験者及び関係者のご意見を聴取。

背景等

海技教育機構と採用船社との間における役割分担のあり方

海技教育機構における今後の学校運営のあり方

海技教育機構における今後の練習船隊のあり方

海技教育機構の教員（教官）・乗組員の確保

海技教育機構が船員を持続的に養成するための財務基盤の安定

論点

スケジュール

令和６年 ６月 第１回 （海技教育機構の現状）

９月 第２回 （業界団体・教育機関ヒアリング）

１０月 第３回 （論点整理）

１２月 第４回 （骨子案）

令和７年 春頃 第５回 （方向性まとめ）

夏～冬 令和８年度概算要求、次期中期計画の策定等

検討会委員

＜学識経験者＞

加藤一誠 慶應義塾大学商学部 教授

首藤若菜 立教大学経済学部 教授

田口康大 東京大学 特任講師

富永晃一 上智大学法学部地球環境法学科 教授

◎野川 忍 明治大学専門職大学院法務研究科 教授

＜教育機関＞

東京海洋大学、神戸大学、

（独）国立高等専門学校機構、（独）海技教育機構

＜関係団体＞

日本内航海運組合総連合会、（一社）日本長距離フェリー協会、

全日本海員組合、（一社）日本旅客船協会、（一社）日本船主協会、

（一社）日本港湾タグ事業協会
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荷主等との取引環境改善に関する検討状況 ～商慣習への対応～
令和6年11月12日安定・効率輸送協議会＜３部会合同会合＞資料
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本協議会 ：平成３０年２月１３日（第１回）

石油製品部会 ：平成３０年２月２２日（第１回）
令和５年１１月１７日（第２回）
令和６年８月２６日 （第３回）

石油化学製品部会：平成３０年２月２６日（第１回）
令和５年１０月２６日（第２回）
令和６年３月２７日 （第３回）

鉄鋼部会 ：平成３０年２月２８日（第１回）
令和５年１２月１２日（第２回）

荷主業界と内航海運業界との連携強化を目的に、荷主企業と内航海運事業者との間で内航
輸送に関する課題等を共有し、中長期的視野に立ってその改善策等に取り組んでいく場と
して、平成30年2月に設置。

荷主企業、内航海運事業者、行政から構成される本協議会の下に産業基礎物資の輸送品目
毎に３つの部会（鉄鋼部会、石油製品部会及び石油化学製品部会）を設置。

構成員は、以下の通り。
荷主企業（日本鉄鋼連盟、石油連盟及び石油化学工業協会）
内航海運業者 （日本内航海運組合総連合会及び傘下５組合）
行政（国土交通省、経済産業省（オブザーバー））

過去の開催実績

３部会合同会合 ：令和元年５月３０日 （第１回）
：令和３年１２月２２日（第２回）
：令和４年３月４日 （第３回）
：令和４年１２月２１日（第４回）
：令和５年２月１日 （第５回）
：令和５年６月３０日 （第６回）
：令和６年６月１３日 （第７回）
：令和６年1１月１２日 （第８回）
：令和6年１２月１７日 (第９回)

荷主等との取引環境改善に関する検討状況 ～「安定・効率輸送協議会」の設置目的～
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安定・効率輸送協議会に関する検討状況 ～「安定・効率輸送協議会」の構成～
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